
よくある指摘と対応のコツ

令和7年度2月

～許容応力度計算（住宅）編～
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1. 令和７年度法改正後の建築確認審査の変化



○令和７年度法改正後の建築確認審査の変化

1）確認済証交付にあたり、省エネ基準の審査が必要
→省エネ仕様規定、省エネ適判、住宅性能評価及び長期優良構造等の取得が必須

2）耐震等級２，３を取得
→建築確認と同時に住宅性能評価及び長期優良構造等のいずれかの取得が増加
→それに伴い、特定木造建築物の許容応力度計算が増加

3）木造2階建及び平屋で200㎡～300㎡の物件（「特定木造建築物」という。）
・建築士の特例解除によって構造図書添付が必要
→仕様規定の壁量計算又は構造図、許容応力度計算の添付が必要
→特定木造建築物は、仕様規定の壁量計算や許容応力度計算が必要
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○令和７年度法改正後の建築確認構造審査の変化

確認構造審査の令和７年度上半期の状況（出展：宮城県建築住宅センター）

木造2階建及び平屋で200㎡～300㎡物件（特定木造建築物）は、建築士の特例解除
によって構造図書の添付が必要になった。
→仕様規定の壁量計算又は構造図・許容応力度計算の添付が必要になった。

令和6年度上半期との比較構造計算区分

308.8％木造ルート１

58.6％RC造・S造 ルート１

78.6％ルート２

120.0％ルート３

153.7％評価・長期・フラット35の許容応力度計算

188.4％合 計

〇確認申請構造審査のうち約60%が特定木造建築物をルート１（許容応力度計算）で申請
された図書になっている。
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2. 確認構造審査 木造（住宅）ルート1における
よくある質疑について
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（１）安全証明書の添付なし、安全証明書と確認申請書の不整合

（２）構造図書の添付漏れ、建築士氏名・番号の記載漏れ

（３）地盤調査報告書の添付漏れ

（４）屋根ふき材等の引抜強度の根拠なし

（５）構造図書となる建築設備の特記仕様添付漏れ

（６）軸組図の添付漏れ

（７）上部木造金物図と基礎伏図の不整合（アンカー記載漏れなど）

（８）柱の有効細長比の記載漏れ

（９）告示仕様にない耐力壁、金物等の引張強度の根拠、認定書添付なし

（10）壁倍率７倍を超えた時の対応図書なし

○確認構造審査 木造（住宅）ルート１審査におけるよくある質疑
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○確認構造審査 多い質疑

（１）安全証明書の添付なし、安全証明書と確認申請書の不整合

（１）安全証明書
ルート１で構造計算した場合は、構造計算書に安全証明書の添付が必要。

構造設計一級建築士であれば添付不要ではない

〇構造設計一級建築士関与とは 【建築士法第20条の2】
・一級建築士関与が必要な規模で構造計算方法が
大臣認定、保有水平耐力計算、限界耐力計算、ルート２に掲げる建築物

一級建築士関与が必要な規模 【建築士法第3条】
木造： 高さ１６ｍを超えるもの又は地上階数４以上
非木造： 延べ面積300㎡超え、高さ１６ｍ超え又は地上階数４以上
全ての構造：延べ面積が1000㎡を超え、かつ、２階建以上の建築物

〇安全証明書と確認申請書の不整合
建築場所、各面積、各高さ、構造計算区分等は確認申請書第６面と一致させる
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○確認構造審査 多い質疑

（２）構造図書の添付漏れ、構造図への建築士氏名・番号の記載漏れ

〇事 例
・木造の構造設計は、木造部分（プレカット、金物メーカー等）、基礎部分、地盤改良
など分業で行っているケースが多い。

・設計者が分業になり、構造図書がそれぞれバラバラになっている。

・地盤改良がある場合などは、計算書に見積図しかなく図面の添付がない物件

・地盤改良がある場合における、改良杭配置図に建築士の氏名や番号の記載漏れ
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○確認構造審査 多い質疑

（３）地盤調査報告書の添付漏れ

〇事 例
・木造建築物の基礎は、べた基礎が多く、地盤長期許容支持力が20ｋN/㎡【2階建】
～30kN/㎡【3階建】

・地盤の許容支持力計算の審査に地盤調査報告書が必要。

・地盤調査は、スクリューウエイト貫入試験調査が大多数
自沈層がある場合は、沈下計算を実施して、構造耐力上主要な部分に損傷や不同
沈下が起きないことの確認が必要

【令第38条 → 平13国交告第1113号第2】

・SW貫入試験で国交告第1113号第２の条件に該当する沈下層が確認できた場合は、
沈下計算又は、地盤改良等が必要であることを、申請担当者へ伝達のうえ対応が
必要。
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○確認構造審査 多い質疑

（４）屋根ふき材等の引抜強度の根拠がない

（５）構造図書となる建築設備の特記仕様の添付

〇事 例
・屋根ふき材用の風圧力計算は、木造専用の電算で行える。

・その風圧力に対する検討がなく、許容耐力の数値のみ記載で根拠がない。
根拠の添付が必要（メーカー資料等）

〇事 例
・令129条2の3について、構造図の構造特記仕様書等に記載するか、当センターHP
で公開している特記仕様書等を添付する必要がある。

【法第20条 → 令129条2の3】
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○確認構造審査 多い質疑

（６）軸組図の添付漏れ

（７）木造金物伏図と基礎伏図の不整合（HDアンカーボルト記載漏れなど）

〇事 例
・基準法施行規則第１条の３ 表２ 法20条の規定が適用される建築物
２面以上の軸組図添付が必要

〇事 例
・上部構造の構造図作成と基礎部分の作成者が異なることがあるため、
記載忘れや整合が図れていない

・M16のホールダウンアンカー（HD）に告示以外の高強度アンカーを使用する場合、
その仕様が明確になっていない（定着長や引抜き強度の根拠不明）
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○確認構造審査 多い質疑

（８）柱の有効細長比の記載漏れ

〇事 例
・基準法施行規則第１条の３ 表２ 法20条の規定が適用される建築物
明示すべき事項にあるため

（９）告示仕様にない耐力壁、金物等の引張強度の根拠、認定書添付なし

〇事 例
・告示に記載のある壁倍率や金物引張強度ではなく、大臣認定の壁倍率を用いる場
合又は、Z認定金物以外のメーカー仕様の引付金物などを用いる場合は、その引張強
度の根拠となる書面を添付する必要がある。

・電算にメーカー仕様の引張強度を入力する場合は、その根拠を添付する必要があ
る。
・ホールダウンに高耐力アンカーボルトなど用いる場合は、その引張強度を保証する
認定書の添付が必要など。
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○確認構造審査 多い質疑

（10）壁倍率７倍を超えた時の対応図書なし

・高壁倍率の耐力壁（壁倍率７倍超）の場合は、壁倍率を７倍に低減して構造計算す
るだけで済まない。
・壁倍率７倍を超えた場合は、壁量が必要壁量以上あることの確認が免除できない

「令和6年6月27日 国住指第147号「建築基準法施行令の一部を改正する政令及び構造関係告示の改正につ
いて」 第4第２号」

（２）高い耐力を有する軸組の倍率の上限の見直し（告示第1100号第２・附則関係） - 抄 -
改正前の規定では倍率の上限を５倍としているところ、上限を引き上げ、軸組を併用した場合の倍率を最大７
倍とした。大臣認定を取得する軸組については倍率の上限を定めていないが、構造計算により建築物の構造安
全性を検証する場合を除き、当面は上限を７倍として運用することとしている。
－中略－

実態上の倍率が７倍を超える軸組※について、改正後の告示第1100号第４に規定する四分割法又は令第82
条の6第2号ロに規定する偏心率の計算においては、当該軸組の倍率を７倍及び実態上の倍率の両方を用いて
いずれも基準を満たすことを確認する必要がある。また、木造の継手及び仕口の構造方法を定める件（平成12
年建設省告示第1460号）に規定する軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口の検証においては、実態上の倍率のみ
を用いて検証を行う必要がある。大臣認定を受けた軸組については、認定書にこれらの検証に当たっての条件
が記載されることに留意されたい。

※ 軸組を併用して倍率が７倍を超える場合（４倍の壁を２枚使用して８倍となる場合）や、大臣認定において倍
率が７倍を超えている場合など
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3.お知らせ
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○お知らせ

仕様表（当センター様式）の公開
当センターHP＞各種ダウンロード＞確認申請関係
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○お知らせ

～壁量計算における経過措置の終了～

・壁量計算、柱の小径などに関して、一年間の経過措置が設けられていたが、令和8
年3月31日をもって終了となる。

・経過措置を適用した場合で、令和8年3月31日までに確認済証の交付を受けた物件で
あっても、着工日が令和8年4月1日以降となった場合は、経過措置の適用を受けること
ができない。

・経過措置を適用した建築物を令和8年4月1日以降に着工した場合、現行の基準に適
合させる必要があるため、変更の手続き（計画変更若しくは軽微な変更）が必要となる
ため注意が必要。



ご清聴ありがとうございました
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